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7 出席 加藤　勇 出席 飯野　義男 出席
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11 欠席 金子　善行 出席

12 出席 新井　憲一 出席

13 出席 新井　清作 出席

議案第１号 農地法第３条の規定に関する件

議案第２号 農地法第５条の規定による転用許可申請
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令和2年第1回鴻巣市農業委員会定例会会議録

召集期日 　令和２年1月27日　

開会場所 　鴻巣市フラワーセンター会議室

開　　　会 　令和２年1月27日　　午後3時53分
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【会長代理】 

 

【議長】 

 

 

 

【事務局】 

 

【議長】 

 

 

 

 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

顛末 

開会 午後３時５３分 

 

これより、令和２年第１回鴻巣市農業委員会定例会を開会します。 

 

本日の定例会は農業委員１３名中、１２名出席ですので定例会は成立しており

ます。 

議案書の訂正はありますか。 

 

議案書の訂正はありません。 

 

続きまして、議事録署名人の指名をします。番号１２番 薊 勇 委員・番号

１３番 川邉 晃 委員にお願いします。 

 

これより議案審議に入ります。 

議案第１号 農地法第３条の規定に関する件について上程いたします。 

事務局より議案説明をお願いいたします。 

 

それでは、議案について説明します。 

議案第１号 農地法第３条の規定に関する件 

所有権の移転 ６件 ４７筆 

 

番号１・２につきましては、交換による所有権移転のため一括して説明いたし

ます。 

番号１ （受人）      （渡人） 

番号２ （受人）    郎 （渡人） 

受人は、それぞれ〇〇地区を中心に農業経営を行っています。申請地を交換し、

作業効率を向上するための申請です。申請地における小作人は存在しません。

また、受人が現在保有している農地はすべて耕作されております。受人本人も

含めた世帯員の農作業従事日数は〇〇〇〇さんが４２０日、〇〇〇〇さんが６

５０日であり、両者とも農作業に常時従事していると認められます。申請地の

取得後における農地の経営面積は〇〇〇〇さんが１２６．７６アール、〇〇〇

〇さんが１４６．８７アールであり、当管内の下限面積５０アールに達してい

ます。自宅から申請地までは〇〇〇〇さんが約１００メートル、〇〇〇〇さん

が約２００メートルであり、周辺農地へ及ぼす影響もなく、申請地を効率的に
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【議長】 

 

 

【加藤  豊

農業委員】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【塚越秀夫

推進委員】 

 

 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

利用できるものと認められます。以上、農地法第３条第２項各号には該当しな

いため、許可要件をすべて満たしております。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を○○地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号１・２について調査してまいりました。今回の申請地において、番号１に

ついては、水稲を作付けし、番号２については、花き栽培を行うため、それぞ

れが所有する農地を交換する計画とのことです。両者とも耕作する農地に耕作

放棄地はなく、申請地を交換することにより、耕作の利便性は向上し、今後も

引き続き効率的に利用すると思われますので、問題はないと思います。 

 

ありがとうございました。次に〇〇区域担当の推進委員の方から意見をお願い

いたします。 

 

番号１・２について調査してまいりました。受人はそれぞれ〇〇地区における

農業者です。今回、本申請地を交換することにより、〇〇区域内の農地等の利

用の最適化として、農業者への農地利用の集積・集約化が推進されますので、

問題はないと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、次に番号３について内容説明を事務局にお願いいた

します。 

 

番号３～６については、農地中間管理機構の特例事業として、農地中間管理機

構である公益社団法人埼玉県農林公社が離農農家や規模縮小農家から農地を買

い入れ、規模拡大を図る農業者に対して農地の売渡しを行うという農業経営基

盤強化促進法第７条の規定に基づく事業です。県営ほ場整備事業である鴻巣・

行田地区の土地改良事業の区域内の農地です。現在、受人を含めた各耕作者へ

の農地集積を目的とする換地計画に基づく工事を実施中ですが、工事完了後は、

換地後の農地において水稲を作付する計画となっています。 
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【議長】 

 

 

【金子一男

農業委員】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【荒川  功

推進委員】 

 

 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

続いて１案件ごとに説明いたします。 

 

番号３ （受人）     （渡人） 

受人は〇〇〇〇で稲作を中心とした農業経営を行っています。経営規模拡大及

び農地集積をするための申請です。申請地における小作人は存在しません。ま

た、受人が現在保有している農地はすべて耕作されております。受人本人も含

めた世帯員の農作業従事日数は６００日であり、農作業に常時従事していると

認められます。申請地の取得後における農地の経営面積は７２４．８６アール

であり、当管内の下限面積５０アールに達しています。自宅から申請地までは

約〇キロメートルであり、周辺農地へ及ぼす影響もなく、申請地を効率的に利

用できるものと認められます。以上、農地法第３条第２項各号には該当しない

ため、許可要件をすべて満たしております。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を〇〇地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号３について調査してまいりました。受人は、稲作を中心とした農業経営を

行っております。今回の申請地において、水稲を作付し、経営規模拡大を図る

ため、現在、渡人が所有する農地を譲り受ける計画とのことです。受人が耕作

する農地に耕作放棄地はなく、今後も引き続き効率的に利用すると思われます

ので、問題はないと思います。 

 

ありがとうございました。次に〇〇区域担当の推進委員の方から意見をお願い

いたします。 

 

番号３について調査してまいりました。受人は〇〇〇〇地区における農業者で

す。今回、本申請地を譲り受けることにより、○○区域内の農地等の利用の最

適化として、農業者への農地利用の集積・集約化が推進されますので、問題は

ないと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 
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【議長】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【川邉  晃

農業委員】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【新井清作

推進委員】 

 

 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

質問がございませんので、次に番号４について内容説明を事務局にお願いいた

します 

 

番号４ （受人）     （渡人） 

受人は〇〇地区で稲作及び花き栽培等を中心とした農業経営を行っています。

経営規模拡大及び農地集積をするための申請です。申請地における小作人は存

在しません。また、受人が現在保有している農地はすべて耕作されております。

受人本人も含めた世帯員の農作業従事日数は１２５０日であり、農作業に常時

従事していると認められます。申請地の取得後における農地の経営面積は３７

１．７０アールであり、当管内の下限面積５０アールに達しています。自宅か

ら申請地までは約〇キロメートルであり、周辺農地へ及ぼす影響もなく、申請

地を効率的に利用できるものと認められます。以上、農地法第３条第２項各号

には該当しないため、許可要件をすべて満たしております。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を〇〇地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号４について調査してまいりました。受人は、稲作及び花き栽培等を中心と

した農業経営を行っております。今回の申請地において、水稲を作付し、経営

規模拡大を図るため、現在、渡人が所有する農地を譲り受ける計画とのことで

す。受人が耕作する農地に耕作放棄地はなく、今後も引き続き効率的に利用す

ると思われますので、問題はないと思います。 

 

ありがとうございました。次に〇〇区域担当の推進委員の方から意見をお願い

いたします。 

 

番号４について調査してまいりました。受人は〇〇地区における認定農業者で

す。今回、本申請地を譲り受けることにより、〇〇区域内の農地等の利用の最

適化として、農業者への農地利用の集積・集約化が推進されますので、問題は

ないと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 
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【議長】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【川邉  晃

農業委員】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【新井清作

推進委員】 

 

 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

質問がございませんので、次に番号５について内容説明を事務局にお願いいた

します 

 

番号５ （受人）     （渡人） 

受人は〇〇〇〇で稲作及び花き栽培を中心とした農業経営を行っています。経

営規模拡大及び農地集積をするための申請です。申請地における小作人は存在

しません。また、受人が現在保有している農地はすべて耕作されております。

受人本人も含めた世帯員の農作業従事日数は１１９０日であり、農作業に常時

従事していると認められます。申請地の取得後における農地の経営面積は１８

７．２５アールであり、当管内の下限面積５０アールに達しています。自宅か

ら申請地までは約〇キロメートルであり、周辺農地へ及ぼす影響もなく、申請

地を効率的に利用できるものと認められます。以上、農地法第３条第２項各号

には該当しないため、許可要件をすべて満たしております。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を〇〇地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号５について調査してまいりました。受人は、稲作及び花き栽培を中心とし

た農業経営を行っております。今回の申請地において、水稲を作付し、経営規

模拡大を図るため、現在、渡人が所有する農地を譲り受ける計画とのことです。

受人が耕作する農地に耕作放棄地はなく、今後も引き続き効率的に利用すると

思われますので、問題はないと思います。 

 

ありがとうございました。次に、○〇区域担当の推進委員の方から意見をお願

いいたします。 

 

番号５について調査してまいりました。受人は〇〇〇〇地区における農業者で

す。今回、本申請地を譲り受けることにより、○○区域内の農地等の利用の最

適化として、農業者への農地利用の集積・集約化が推進されますので、問題は

ないと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 
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【議長】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【金子一男

農業委員】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【荒川  功

推進委員】 

 

 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

質問がございませんので、次に番号６について内容説明を事務局にお願いいた

します 

 

番号６ （受人）     （渡人）     

受人は〇〇〇〇で稲作を中心とした農業経営を行っています。経営規模拡大及

び農地集積をするための申請です。申請地における小作人は存在しません。ま

た、受人が現在保有している農地はすべて耕作されております。受人本人も含

めた世帯員の農作業従事日数は４６０日であり、農作業に常時従事していると

認められます。申請地の取得後における農地の経営面積は７２０．２４アール

であり、当管内の下限面積５０アールに達しています。自宅から申請地までは

約〇〇〇メートルであり、周辺農地へ及ぼす影響もなく、申請地を効率的に利

用できるものと認められます。以上、農地法第３条第２項各号には該当しない

ため、許可要件をすべて満たしております。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を〇〇地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号６について調査してまいりました。受人は、稲作を中心とした農業経営を

行っております。今回の申請地において、水稲を作付し、経営規模拡大を図る

ため、現在、渡人が所有する農地を譲り受ける計画とのことです。受人が耕作

する農地に耕作放棄地はなく、今後も引き続き効率的に利用すると思われます

ので、問題はないと思います。 

 

ありがとうございました。次に〇〇区域担当の推進委員の方から意見をお願い

いたします。 

 

番号６について調査してまいりました。受人は〇〇〇〇地区における農業者で

す。今回、本申請地を譲り受けることにより、〇〇区域内の農地等の利用の最

適化として、農業者への農地利用の集積・集約化が推進されますので、問題は

ないと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 
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【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【 薊  勇 

農業委員】 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

質問がございませんので、採決を行います。議案第１号について原案のとおり

決定することに賛成の農業委員の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員と認めます。全員賛成ですので、議案第１号について原案のとおり決

定いたしました。続きまして、議案第２号 農地法第５条の規定による転用許

可申請について上程します。事務局より議案説明をお願いいたします。 

 

それでは、議案について説明します。 

議案第２号 農地法第５条の規定による転用許可申請 

所有権の移転   １件 ３筆 

賃借権の設定   １件 ２筆 

使用貸借権の設定 ４件 ４筆 

 

番号１（受人）     （渡人） 

受人は、現在市内の実家に両親・兄弟とともに家族６人で暮らしています。現

在の住宅では手狭となったため、自己用住宅の建築を計画し、土地を探したと

ころ、受人である妻の父の所有地である本申請地を借り受ける話がまとまり申

請するものです。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を○○○地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号１について調査してまいりました。申請地は〇〇〇〇〇を中心とする半径

１キロメートル以内の円で囲まれる区域の面積に占める当該区域内にある宅地

の面積の割合が４０％を超える区域内の農地であるため、農地区分は第２種農

地に該当すると判断します。申請地に代えて周辺の他の土地を供することによ

り本案件の事業目的を達成できるとは認められません。自己用住宅を建築する

ということで、周りの農地への影響もなく、転用目的・資力とも問題ないと判

断します。 

 

ありがとうございました。次に〇〇区域担当の推進委員の方から意見をお願い

いたします。 
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【岩崎新一

推進委員】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【島田眞佐

雄農業委員】 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【飯野義男

推進委員】 

番号１について調査してまいりました。申請地には自己用住宅を建築するとい

うことですが、隣接農地との境界には素堀りを設置します。雨水は宅内浸透処

理とし、生活排水については農業集落排水に放流します。このため、転用後も

当該地域内の農地等の利用の最適化の推進や周辺農地の営農条件に支障の生じ

るおそれがなく、問題ないと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、次に番号２について内容説明を事務局にお願いいた

します。 

 

番号２ （受人）     （渡人） 

受人は、現在市外の借家に家族３人で暮らしております。現在の住宅では手狭

となったため、自己用住宅の建築を計画し、土地を探したところ、受人の父の

所有地である本申請地を借り受ける話がまとまり申請するものです。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を〇〇地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号２について調査してまいりました。申請地はおおむね１０ヘクタール以上

の規模の一団の農地の区域内にある農地であるため、農地区分は第１種農地（原

則不許可農地）に該当すると判断します。しかし、「住宅その他申請に係る土地

の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に

接続して設置されるもの」という、第１種農地の不許可の例外に該当すること

から、例外的に許可することができると判断します。自己用住宅を建築すると

いうことで、周りの農地への影響もなく、転用目的・資力とも問題ありません。 

 

ありがとうございました。次に〇〇区域担当の推進委員の方から意見をお願い

いたします。 

 

番号２について調査してまいりました。申請地には自己用住宅を建築するとい

うことですが、隣接農地との境界にはコンクリートブロックを設置します。雨
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【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【川邉  晃

農業委員】 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【新井清作

推進委員】 

 

水は宅内浸透処理とし、生活排水については合併浄化槽にて処理した後、道路

側溝に放流します。このため、転用後も当該地域内の農地等の利用の最適化の

推進や周辺農地の営農条件に支障の生じるおそれがなく、問題ないと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、次に番号３について内容説明を事務局にお願いいた

します。 

 

番号３（受人）     （渡人） 

受人は、現在、市外で不動産業を営んでいます。鴻巣市内に建売住宅敷地を探

したところ、開発規模、住環境ともに条件の合う本申請地を譲り受ける話がま

とまり、建売住宅３棟を建築するため申請するものです。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を〇〇地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号３について調査してまいりました。申請地は農用地区域内にある農地以外

の農地であって、甲種農地、第１種農地、第２種農地及び第３種農地のいずれ

の要件にも該当しない農地であり、農業公共投資の対象となっていない小集団

の生産性の低い農地であるため、農地区分は第２種農地（その他の農地）に該

当すると判断します。申請地に代えて周辺の他の土地を供することにより本案

件の事業目的を達成できるとは認められません。建売住宅及び道路後退用地を

設置するということで、周りの農地への影響もなく、転用目的・資力とも問題

ないと判断します。 

 

ありがとうございました。次に〇〇区域担当の推進委員の方から意見をお願い

いたします。 

 

番号３について調査してまいりました。申請地には建売住宅３棟を建築すると

いうことですが、隣接農地との境界にはコンクリートブロックを設置します。

また、雨水は宅内浸透処理とし、生活排水については合併浄化槽にて処理した
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【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【川邉  晃

農業委員】 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

 

後、道路側溝に放流します。このため、転用後も当該地域内の農地等の利用の

最適化の推進や周辺農地の営農条件に支障の生じるおそれがなく、問題ないと

思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、次に番号４について内容説明を事務局にお願いいた

します。 

 

番号４（受人）     （渡人） 

受人は、今回２〇〇〇〇〇の宅地及び建物の取得を計画したところ、現在、宅

地への進入路が１．８ｍしかないことが判明しました。そのため、乗用車での

出入りに不便なことや緊急車両等の出入りが出来ないなど安全面にも支障をき

たすため、本申請地を道路敷地として申請するものです。なお、道路敷地とし

て転用した後、申請地を鴻巣市に寄付採納する計画です。このことについて、

道路課との事前協議は済んでおります。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を〇〇地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号４について調査してまいりました。申請地はおおむね１０ヘクタール以上

の規模の一団の農地の区域内にある農地であるため、農地区分は第１種農地（原

則不許可農地）に該当すると判断します。しかし、「既存の施設の拡張（拡張に

係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の２分の１を超えないものに

限る。）」という、第１種農地の不許可の例外に該当することから、例外的に許

可することができると判断します。道路敷地として利用するいうことで、周り

の農地への影響もなく、転用目的・資力とも問題ないと判断します。 

 

ありがとうございました。次に〇〇区域担当の推進委員の方から意見をお願い

いたします。 
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【新井憲一

推進委員】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【酒巻貞夫

農業委員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号４について調査してまいりました。申請地は、道路敷地として利用すると

いうことですが、隣接農地との境界には土留めブロックを設置します。このた

め、転用後も当該地域内の農地等の利用の最適化の推進や周辺農地の営農条件

に支障の生じるおそれがなく、問題ないと思います。 

 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、次に番号５について内容説明を事務局にお願いいた

します。 

 

番号５（受人）     （渡人） 

受人は、現在市内で建設業を営んでいます。今まで資材置場として借りていた

土地を返却することになったため、新たに土地を探したところ、本申請地を借

り受ける話がまとまり申請するものです。また、〇〇〇〇〇については、この

地番だけが公道側に突出しており、通行の妨げとなるため、道路用地として転

用し、その後鴻巣市に寄付採納する計画です。このことについて、道路課との

事前協議は済んでおります。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を〇〇地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号５について調査してまいりました。申請地は農用地区域内にある農地以外

の農地であって、甲種農地、第１種農地、第２種農地及び第３種農地のいずれ

の要件にも該当しない農地であり、農業公共投資の対象となっていない小集団

の生産性の低い農地であるため、農地区分は第２種農地（その他の農地）に該

当すると判断します。申請地に代えて周辺の他の土地を供することにより本案

件の事業目的を達成できるとは認められません。資材置場及び道路用地を設置

するということで、周りの農地への影響もなく、転用目的・資力とも問題あり

ません。 
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【議長】 

 

 

【新井浩一

推進委員】 

 

 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【薊   勇

農業委員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。次に○○区域担当の推進委員の方から意見をお願い

いたします。 

 

番号５について調査してまいりました。申請地は、資材置場及び道路用地を設

置するということですが、申請地に隣接する農地はありません。このため、転

用後も当該地域内の農地等の利用の最適化の推進や周辺農地の営農条件に支障

の生じるおそれがなく、問題ないと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、次に番号６について内容説明を事務局にお願いいた

します。 

 

番号６（受人）     （渡人） 

受人は、現在市外の借家に家族３人で暮らしています。現在の住宅では手狭と

なったため、自己用住宅の建築を計画し、土地を探したところ、受人の父の所

有地である〇〇〇〇〇の宅地と合わせて本申請地を借り受ける話がまとまり申

請するものです。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を〇〇〇地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号６について調査してまいりました。申請地は農用地区域内にある農地以外

の農地であって、甲種農地、第１種農地、第２種農地及び第３種農地のいずれ

の要件にも該当しない農地であり、農業公共投資の対象となっていない小集団

の生産性の低い農地であるため、農地区分は第２種農地（その他の農地）に該

当すると判断します。申請地に代えて周辺の他の土地を供することにより本案

件の事業目的を達成できるとは認められません。自己用住宅を建築するという

ことで、周りの農地への影響もなく、転用目的・資力とも問題ないと判断しま

す。 
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【議長】 

 

 

【中根新一

推進委員】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。次に〇〇区域担当の推進委員の方から意見をお願い

いたします。 

 

番号６について調査してまいりました。申請地には自己用住宅を建築するとい

うことですが、隣接農地との境界にはマウントアップを施工します。雨水は宅

内浸透処理とし、生活排水については農業集落排水に放流します。このため、

転用後も当該地域内の農地等の利用の最適化の推進や周辺農地の営農条件に支

障の生じるおそれがなく、問題ないと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、採決を行います。議案第２号について原案のとおり

決定することに賛成の農業委員の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員と認めます。全員賛成ですので、議案第２号について原案のとおり許

可相当ということで県知事に意見を送付いたします。 

続きまして、会長専決規程第３条による専決事項を報告いたします。 

 

令和元年１２月１１日～令和２年１月１０日受付分 

農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出 

           ３件  ７筆       １，２０６㎡ 

農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出 

所有権の移転    ８件 １５筆       ４，１０１㎡ 

使用貸借権の設定  １件  ２筆         ８７．０４㎡ 

合計届出件数   １２件 ２４筆      ５，３９４．０４㎡ 

これらは、全て会長専決でございます。 

 

続いて、その他の件について、農業委員及び推進委員又は事務局よりご報告お

願いいたします。 

まず、農業委員の方から何かありますか。 
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【一同】 

 

【議長】 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

【事務局】 

 

 

【会長代理】 

 

 

 

 

 

（特になし） 

 

次に、推進委員の方から何かありますか。 

 

（特になし） 

 

最後に事務局から何かありますか。 

 

・生産緑地地区の斡旋について 

 

 

これをもちまして、令和２年第１回定例会を閉会いたします。 

なお、次回の定例会は令和２年２月２５日（火）午後２時００分より、場所は

川里農業研修センター会議室にて開催します。 

 

 

閉会  午後４時２５分 

 

 

 


